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（２）最寄り駅からの距離、交通機関及び所要時間がわかる図面

■神戸三田キャンパス

最寄り駅からの距離 5 ㎞（JR 宝塚線 新三田駅から神姫バス約 15 分） 

関西学院 神戸三田キャンパス 

JR 宝塚線 新三田駅
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（３）校舎及び運動場等の配置図

神戸三田キャンパス 

校地面積：262,565.9 ㎡ 

校舎面積：76,372.1 ㎡ 

校地に算入している部分 

校地面積に含まない部分 

建築学専攻が主に使用する校舎 

神戸三田キャンパス 

Ⅵ号館 

Ⅲ号館 

Ⅱ号館 

Ⅰ号館 
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関西学院大学大学院理工学研究科建築学専攻博士課程後期課程 

設置の趣旨等を記載した書類 

1 設置の趣旨及び必要性 
（1）設置する理由・必要性

本学では、令和 3 年（2021 年）4 月に建築学部を設置し、建築を学ぼうとする多くの入学者に応
えてきた。令和７年（2025 年）4 月には、理工学研究科建築学専攻修士課程を開設し、建築デザイ
ン及び都市計画に関する専門的な知識と技術を基盤に、建築学の立場から社会における諸課題の解
決に向けて能動的かつ柔軟に行動できる資質を備えながらも、これからの国際社会で個々の地域の
社会背景や固有の歴史文化を理解し尊重しながら、リーダーシップを持って活躍できる建築家、都市
計画技術者、まちづくりリーダーの養成を行ってきた。所在する神戸三田キャンパスは、兵庫県三田
市に位置し、歴史的市街地、ニュータウン、農村集落という多様な生活空間を有する地域であり、教
育・研究を展開するうえで利便性が高く人材育成にとって格好のフィールドとなっている。
 今日の地球規模での環境問題、また自然災害が頻発するなかで安全・安心への要求がいっそう強
まるとともに、情報技術の急速な進化は都市や建築のすがたとマネジメント手法を大きく変えつつ
ある。一方、国内では、少子高齢化と人口減少に伴って人々の生活スタイルと社会構造が変化するな
かで、都市空間の成長・拡大から再生・再編のための新たな計画手法の開発が求められている。また
個々の地域社会では、最先端のデザインや技術の導入と固有の生活文化の継承との両立が課題とな
っている。こうした背景のもとで建築学に対するニーズと期待は大きく変化・複雑化しており、高度
な工学的技術の修得はもとより幅広い教養と国際感覚をもつ建築技術者の養成が求められている。 

本学は、令和 6 年（2024 年）4 月に理工学研究科建築学専攻修士課程の設置届出を行った際に、
博士課程までの設置を目指した構想である旨を記載している。その計画のとおり、令和 9 年（2027
年）4 月に理工学研究科建築学専攻の課程を変更し、博士課程を設置する。これに伴って修士課程は
博士課程前期課程に変更する。 

現代社会において「建築」は、都市環境、持続可能性、文化的価値、災害対応など多岐にわたる課
題に対して重要な役割を果たしており、これらの課題に学術的かつ実践的に取り組む研究者・専門家
の育成が急務である。博士課程後期課程では、博士課程前期課程で修得した知識や技能を基礎とし
て、自身の専門分野をさらに高度化、深化させることを通じ、環境と共生し持続可能で秩序ある建
築、都市の創造に寄与できる高い研究能力と豊かな学識をもち、国際的なリーダーとなる研究者・技
術者を育成することが必要であると考えている。 

（2）養成する人材像

本学理工学研究科は、“Mastery for Service”を体現する世界市民をめざし、自然科学とその応用に
ついて先端的研究を行っている。自然科学の発展と人類の進歩に貢献する本研究科の理念のもと、数
学、物理学、化学、情報科学、生命科学、建築学の幅広い分野にわたり、基礎的研究から応用的研究
まで、高度な研究を行うことで、専攻分野におけるより深い知識と確かな研究能力を身につけるとと
もに、専攻分野を超えた幅広い知識を修め、広い視点に立って独立して研究を行う能力を身につけた
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人材、加えて、研究成果を学会や産業界等社会へ広く還元する能力を有する研究者や技術者を養成し
ている。 

博士課程後期課程では、博士課程前期課程で習得した知識や技能を基礎として、自身の専門分野を
さらに高度化、深化させ、環境と共生し持続可能で秩序ある建築、都市の創造に寄与できる高い研究
能力と豊かな学識を持ち、建築、都市に関する諸問題について自ら研究テーマを設定し、その課題を
新たな視点から研究し、新規の知見を得ることにより問題の解決に結びつけることができ、自身の専
門とする分野を深く研鑽し、研究成果を国内外の学会や学術誌等を通して発表できる能力をそなえ
た人材を養成する。 

そして、これらの能力を生かして、国内外の大学や国公立または民間の研究機関等における研究
者、官公庁における建築、都市計画、文化財、防災等の分野の専門技術職、また建築設計、建築施工、
都市計画、都市開発、住宅供給、まちづくり等に関わる民間企業、NPO 等における技術職、研究職
等での活躍が期待される。 

 

（3）学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 
建築学専攻博士課程後期課程においては、博士課程前期課程で修得した、安全・快適で美しい建築

デザイン及び都市計画等に関する専門的知識と技術を基盤として、グローバルな視点で建築と都市
の未来を創造する国際的人材を養成する。工学的知識と技術をベースにしたマネジメント知識、専門
分野における深い知識・技術を修め、広い視点に立って独立して研究を行う能力を求める。加えて研
究成果や学会や産業界等社会へ広く還元する能力を求める。 

 
よって、本専攻では、以下の能力を修得した者に対して「博士（工学）」の学位を授与する。 
1. 工学的知識と技術力による魅力的で持続可能な建築や都市空間をつくるための計画・デザイン

技術及び社会的課題の解決に貢献するため、それらを運営・管理するためのマネジメント能力。 
2. 建築空間、都市空間、そして地域社会を連続的、一体的なものとしてとらえ、相互の関係性に

ついての技術的課題に主体的に取り組み解決できる能力。 
3. 学際的・国際的な視野を持ち、研究成果を国内外の学会や学術誌等を通して発表できる能力。 
4. 建築デザインや都市計画は多様な専門家及び住民との共同作業であることを理解し、その研究

成果を社会に還元するための情報発信能力。 
 

（4）教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 
   1．研究立案及び文献（学術雑誌・学会誌・Web 情報等）検索を通じ、既知の知見を整理し、新規

の知見を得るための研究実施計画の立案と成果の予測を行うことを目的として、「研究計画法」
を配置する。 

   2．先行研究のレビュー、研究結果の分析（先行研究に対する比較等）を行い、研究成果を日本語
あるいは外国語で学会や学術誌にて発表するための素案作成を行うことを目的として、「論文作
成演習」を配置する。 

   3．研究テーマに関する高度な専門的知識及び能力を修得し、博士論文作成のための研究指導を受
けることを目的とし、独創的な研究能力を養うとともに博士論文作成に向けての研究成果の積
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み重ねを行うために「特別研究」を配置する。 
 
（5）入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

理工学研究科では、「自然科学の基本原理とその応用について先端的研究を行い、自然科学・科学
技術の発展と人類の進歩に貢献する」という理念の下、次のような学生を求める。 

 1．自然科学・科学技術の発展を通じて、自立的な態度をもって人類の進歩に貢献しようとする学
生。 

２．各専門分野の十分な知識・技能を有し、それぞれの分野の高度な研究能力を修得し、自立的な
態度で新規な知見を得ることにより問題の解決に結びつけようとする学生。 

３．自身の専門とする研究分野を深く研鑽し、その成果を論文や学会等を通して公表することによ
り、自立的な態度で国際的な情報発信に努めようとする学生。 

 
   なお、「養成する人材像」及び３つのポリシーの各項目との相関および整合性については以下のと

おりである（資料１「建築学専攻博士課程後期課程の養成する人材像及び３つのポリシーの相関図」
参照）。 
 本専攻博士課程後期課程が掲げる「養成する人材像」は、建築および都市領域における高度な研究
能力と豊かな学識を備え、その研究成果を、広く国内外の学会や学術誌で発表することができる研
究者・高度専門職業人を育成することである。この「養成する人材像」を実現するために、ディプロ
マ・ポリシー（DP）、カリキュラム・ポリシー（CP）、アドミッション・ポリシー（AP）の３つの方
針は相互に整合的に構成されている。 

   まず、ディプロマ・ポリシー（DP）は、養成する人材像を「修了時に備えるべき能力」として具
体化したものであり、高度な技術とマネジメント能力、主体的に課題解決する力、研究能力の応用・
国際的発信力、研究成果の社会還元能力の 4 項目として示している。これらの能力はすべて、養成
する人材像と対応しており、博士学位授与の基準を明確に定める役割を果たしている。 

   次に、カリキュラム・ポリシー（CP）であるが、ディプロマ・ポリシー（DP）で示された能力を
確実に修得させるための教育課程編成方針として位置付けられている。「特別研究」による個別指導
体制、「研究計画法」や「論文作成演習」といったコースワーク科目の配置、大学院共通科目による
学際的素養の涵養など、DP の各項目に対応した科目を体系的に構成する。また、科目と DP、CP と
の関係は資料 2「建築学専攻博士課程後期課程カリキュラムマップ」のとおり、DP の達成に向けた
教育課程とする。 

   さらに、アドミッション・ポリシー（AP）は、DP に示された能力を修得するための基礎的資質を
備えた学生を受け入れるための方針であり、自立的な研究姿勢、専門分野における十分な基礎学力、
国際的な情報発信力を重視している。博士課程後期課程では、研究計画や修士論文の成果を重視した
選抜方法により、DP で要求される研究能力の基盤をすでに有している者を求める仕組みとなってい
る。 
 以上のように、「養成する人材像」 →ディプロマ・ポリシー（DP）→ カリキュラム・ポリシー
（CP）→ アドミッション・ポリシー（AP）が、一貫した教育体系として構築されており、博士課
程後期課程で求められる高度な研究者養成のための教育が体系的かつ整合的に運用される仕組みと
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なっている。 

（6）研究対象とする中心的な学問分野

本専攻が研究対象とする学問分野は、大きくは建築物の計画・設計・構造に関する領域と、都市計
画・都市マネジメント・防災に関する領域の 2 つに区分される。前者には「建築設計」、「建築意匠」、
「アーバンスケープ」、「建築計画」、「建築構造デザイン」「建築史」の専門分野があり、後者には「都
市デザイン」、「住環境・まちづくり」、「コミュニティデザイン」、「都市防災」、「都市史」の専門分野が
ある。 

これらの領域と分野は、建築物およびその集合体としての都市空間が、秩序と美を有するとともに、
固有の地域文化を体現し住民に愛され持続するための知識と技術の体系であり、さらに都市を単なる
建築群の集合体として捉えるのみならず、社会・文化・環境の複合的要素を統合した空間として創出す
るための高度な学術体系である。 

博士課程後期課程では、建築空間と都市空間を連続的・一体的に捉える視座をさらに発展させ、国際
的な研究動向や先端技術を踏まえた新たな理論構築と実践的提案を行う。 

2 研究科、専攻等の名称及び学位の名称 
（1）専攻の名称

本専攻は、社会における諸課題の解決に向けて建築及び都市に関する専門的な知識と技術を基盤
とし、建築学の立場から行動できる人材を養成する。また本専攻設置の基礎となる「建築学部」の教
育研究内容を継承発展させる「理工学研究科建築学専攻博士課程前期課程」に接続するという観点も
踏 ま え 、 博 士 課 程 後 期 課 程 に お い て も 専 攻 名 称 を 「 建 築 学 専 攻 （ Graduate Department of 
Architecture）」とする。 

（2）学位の名称

理工学研究科に新設される建築学専攻博士課程後期課程の教育研究分野である建築学は工学に基
盤を置いていることから、学位名称は「博士（工学）（Doctor of Engineering）」とする。 

3 教育課程の編成の考え方及び特色

建築学専攻博士課程後期課程のカリキュラムは、建築・都市計画分野における研究者として自立して研
究活動を行う能力、または高度専門職業人として社会に貢献する能力の涵養を目的とし、構成されてい
る。 

具体的には、建築意匠、建築計画、建築構造、建築環境工学、都市計画、防災等の分野を横断的に研究
することができるよう、複合的な課題解決能力を養成するための「研究計画法」を据える。さらに研究者
として自立して研究を行い、その研究成果を論文として公表する能力を養うため「論文作成演習」を置
く。また、研究指導を中心とした「特別研究」では、入学時に定められた指導教員による個別指導体制に
より研究テーマに応じた専門的指導を実施する。研究指導は、セミナー形式で教授室又は研究室で実施
される。この科目を通して、独創的な研究能力を養うとともに博士論文作成に向けての研究成果の積み
重ねを行う。その他、大学院共通科目を履修することにより学際的・国際的視野の涵養：他分野との連携
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や国際共同研究を通じて、グローバルな課題に対応できる研究力を育成するほか、専攻内他分野教員の
専門分野の履修が必要となる場合には、博士課程前期課程科目を履修することも可能としている。 

なお、いずれの科目も各学年、各学期に開講しており、個別指導を主とした科目内容のため、春学期入
学者にも秋学期入学者にも柔軟に対応し、それぞれの学生に適した教育体制をとることが可能である。 

修了必要単位数は、「研究計画法」６単位（１単位×６回履修）、「文献演習」６単位（１単位×６回履
修）、「特別研究」６単位（１単位×６回履修）の合計 18 単位以上とする。 
＜必修科目＞（ ）内は単位数 

研究計画法（１）※１単位×６回履修 
論文作成演習（１）※１単位×６回履修 
特別研究（１）※１単位×６回履修 

4 教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 
（1）授業方法、履修指導、研究指導の方法

建築学専攻博士課程後期課程の教育は、博士論文の作成に向けた研究活動を核としている。入学選考
時に提出した書類および面接に基づき、本専攻博士課程後期課程の専任教員より各学生の研究指導を
担当する指導教員を決定する。指導教員の指導のもとに研究テーマを設定し、「特別研究」を行う。「特
別研究」では、博士課程後期課程以前から実施していた研究の継続性も考慮して一貫した指導と体系的
な教育を行う。この「特別研究」を通して、専門分野および研究テーマに関する高度な専門知識の修得
と創造的で自立した研究者としての能力、学術研究における高い倫理観を涵養する。 
 また指導教員を中心に、博士論文作成のための適切な研究指導を実施する。また、学会活動や学術論
文の執筆を通じて研究を深化させるよう「論文作成演習」にて指導を行う。併せて、自立した研究者に
求められる知識やスキルを体系的に修得するため「研究計画法」を履修させる。これらの研究指導は、
一般学生だけではく、社会人、海外からの外国人留学生のための秋学期入学にも対応している。 

  具体的な履修方法については、資料 3「建築学専攻博士課程後期課程履修モデル」に例示する。 
なお、具体的な修了までのスケジュール及び指導プロセスについては、資料 4「建築学専攻博士課程

後期課程学位取得プロセス図」に示す。 

（2）修了要件

建築学専攻博士課程後期課程では、博士課程に５年以上（博士課程前期課程または修士課程を修了した
者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含む）在学し、建築学専攻科目の必修科目を修得し、
専門外国語学力の認定、博士課程の審査および口頭試問による最終試験に合格することを、同課程の修
了要件とする。ただし、在学期間に関しては、とくに優れた研究業績をあげた者については、博士課程に
3 年（博士課程前期課程 2 年又は修士課程 2 年を含む）以上在学すれば足りるものとする。 

また、本専攻博士課程後期課程における修了要件は、ディプロマ・ポリシー（DP）・カリキュラム・ポ
リシー（CP）・アドミッション・ポリシー（AP）の体系的構造に基づき配置され、それらは AP で求める
入学者の基礎的資質を前提としている。
① 博士課程後期課程の DP で掲げる 4 つの能力は、以下の科目を通じて修得される。
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・DP‐1（高度な技術とマネジメント能力）：
「研究計画法」「特別研究」において、建築・都市領域の計画立案、マネジメント能力を実践的に涵養
する。

・DP‐2（主体的に課題解決する力）：
「研究計画法」「特別研究」における個別研究指導により、建築と都市の関係性を学術的に探究し、技
術的課題への主体的取組みを深化させる。

・DP‐3（研究能力の応用・国際的発信力）：
「論文作成演習」により国際的学術動向を学び、「研究計画法」「特別研究」における個別研究指導のも
と主体的に取り組む。

・DP‐4（研究成果の社会還元能力）：
「論文作成演習」および「特別研究」内での発表指導を通じ、学術誌や学会での発信力を体系的に養成
する。

② 博士課程後期課程の CP で掲げる「研究者として自立するための能力」は、以下の科目を通じて修得
される。
・「研究計画法」：研究の立案能力を体系的に育成し、博士論文へ向けた研究計画の確立を支援する。
・「論文作成演習」：学術的背景理解・批判的思考力・国際的視野を培う中核科目である。
・「特別研究」：博士論文の主要部分を占め、研究者としての自立性・創造性を実践的に涵養する。

③ 博士課程後期課程の AP で求める 3 つの能力との対応
「自立した研究態度」「専門領域の基礎知識」「国際的な学術発信への意欲」を有する学生を選抜するこ

とで、博士課程後期課程における高度な研究教育を受ける前提能力を保証している。 
よって、入学者の資質 → 科目配置 → DP 達成 → 修了要件達成という一貫した体系が成立している。 

（3）学位論文の審査体制、審査基準、公表方法

博士学位申請論文（以下、博士論文）は申請者の単著であることを原則とし、自立的ないしは主体的
に取り組んだ研究の成果で、かつ高い独創性を有していなければならない。博士学位を受ける者は当該
分野に関する十分で広範な知識を有し、独立した研究者として研究を遂行できる能力と、研究成果を外
部に発表できる能力を有する必要がある。 

博士論文は、研究科委員会の博士論文受理に関する議決に基づいて受理され、本学学位規程に基づき
選定された主査 1 名、副査 2 名以上の論文審査委員により審査される。ただし、主査１名及び副査１名
は理工学研究科委員会の博士課程後期課程指導教員から選定しなければならない。また、研究科委員会
が必要と認めたときは、上記の論文審査委員のうち、副査 1 名を当該研究科委員会以外の者から選定す
ることができる。 

論文審査委員は、「博士論文審査会および最終試験（口頭試問）」を開催する。最終試験は、論文提出
者が、建築学専攻の学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に示される能力を有することを確認する
ため、提出論文を中心に、これに関連ある研究領域についての口頭試問によって行う。また、論文審査
委員会は原則として公開の「博士学位論文公聴会」を開催し、その内容を公表するものとする。 

論文及び最終試験の成績と合否は、主査が副査の意見を徴し、学会発表などの対外的な研究活動も踏
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まえて総合的に判断する。論文審査委員は学位論文提出者が博士学位を授与されるに相応しいかどう
かを厳正に判断し、審査報告書を作成する。審査報告書に基づき、専門外国語学力の認定を含めて総合
的に判断し、研究科委員会において博士学位を授与することにつき決議する。本専攻博士課程後期課程
を修了して授与される学位は「博士（工学）」とする。また、学位取得者は本学リポジトリにて論文を
公表する。 
学位論文の審査基準については、以下のとおり定めている。審査基準については、本学の Web ページ

および大学院履修要項に掲載する。また、指導教員を通じて学位取得プロセスとともに学生に提示し周
知する。 

＜博士学位申請論文の審査基準＞ 
博士論文は申請者が主体的に取り組んだ研究成果で、独創的かつ学術的に新知見が得られた研究内

容を有していなければならない。博士論文は以下の項目に基づき審査される。 
1.研究の背景と意義が、適切に論文を引用しながら述べられている。 
2.研究方法が具体的に記されている。 
3.研究によって得られた結果が明確に示され、その分析と考察が適切に行われている。 
4.研究内容の独創性と学術的価値が示されている。 
5.先行研究を把握し、参考文献として適切に引用されている。 
6.査読制度のある学術雑誌に論文として掲載（印刷中を含む）された研究成果が含まれている、ある

いはこれに準ずる内容が含まれている。 
 

（4）研究の倫理審査体制  
関西学院大学はキリスト教主義によってたつ教育研究機関であり、スクールモットーの“Mastery for 

Service” の精神に基づき、社会の信頼に支えられた高い倫理性をもって教育研究を推進している。そ
の成果を積極的に社会に還元することを本旨とした「研究活動に関する指針」を唱え、その精神に則
った「研究倫理規準」を制定し、その下に、研究倫理に関する諸規程を定め、組織的に研究活動上の
不正行為の防止に取組んでいる（資料 5「研究活動に関する指針」、資料 6「研究倫理規準」参照）。 

また、資料 7「関西学院大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程」を定め、公的
研究費の運営・管理に関わる責任者の役割、責任の所在・範囲と権限を次のとおり明文化している。 

 
<最高管理責任者：学長> 
 不正行為の防止について、最終責任を負う。 
<統括管理責任者：副学長（研究推進社会連携機構長）> 
 最高管理責任者を補佐し不正行為の防止等について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。 
<コンプライアンス推進責任者：研究者が所属する学部、研究科等の長> 
 不正行為の防止等について、各学部、各研究科等における実質的な責任と権限を持つ。 

 
また、研究費に関する問題だけではなく、研究活動全般にわたってその活動が倫理的に適正に行わ

れることを確保するために研究倫理委員会が設置されている。副学長が委員長を務め、委員には学外
の委員も任命されており、研究に携わる教職員、大学院生、学部学生の研究活動における倫理的な問
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題を取扱う。研究に関する不正行為が発生した場合にはこれを調査する権限を有している。 
さらに、「人を対象とする行動学系研究」、「人を対象とする生命科学・医学系研究」、「ヒト ES 細胞

研究」、「ヒト iPS 細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究」、「動物実験」を行う際
は、対象者の人権及び尊厳を重んじ、個人情報の保護に留意する必要がある。また、動物を実験に用
いる際には動物福祉・愛護の精神に基づき、使用数の削減、苦痛の軽減、代替法の活用を検討する必
要がある。本学では、国等の法令・指針に基づきそれぞれ倫理委員会を設けており、審査対象となる
実験等を実施する場合は、所定の手続きに沿って、各委員会で審査を行った上で、対象の実験等を実
施する体制を整えている。 
 

 

5 修士課程（博士課程前期課程）との関係  
博士課程前期課程との間における教育研究の柱となる領域（分野）との関係については資料８「理工

学研究科建築学専攻博士課程前期課程との関係図」のとおりである。博士課程後期課程では、博士課程
前期課程で学んだ知識と問題解決能力をさらに深化させ研究の高度化をはかり、研究者の養成を念頭
に建築・都市計画分野に関する幅広い知識と深い専門性を培うとともに、多角的な視点を身に付けるこ
とによって新しい課題に挑戦し、自立して研究を行う能力を養う。研究領域は博士課程前期課程と同じ
く、建築物の計画・設計・構造に関する領域と都市計画・都市マネジメント・防災に関する領域から構
成され、2 つの領域を連続的かつ一体的に捉えた人材の育成と研究の推進を図る。建築物の計画・設計・
構造に関する領域においては「建築設計」、「建築デザイン」、「建築構造デザイン」、「建築構造・設計」、
「建築構法」、「建築計画」、「環境デザイン」、「ユニバーサルデザイン」、「建築生産」「建築歴史・意匠」
の各専門分野の担当教員が、都市計画・都市マネジメント・防災に関する領域においては「都市デザイ
ン」、「まちづくり」「コミュニティデザイン」、「都市防災」の各専門分野の担当教員が指導にあたる。 

 

6 入学者選抜の概要 
 （1）入学定員及び収容定員  

 

 

  

 （2）入学選抜方法、選抜体制、選抜基準  

建築学専攻の入学者選抜は、上記の入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）により、大学
院入学試験を通じて行う。 

博士課程後期課程の入学試験は、博士課程前期課程での修士論文評価を主とするため、2 月および 8
月に実施する。博士課程後期課程は、本学出身者のみならず、他大学出身の学生や外国において一定期
間の学校教育を修了した者、及び大学卒業者と同等以上の学力があると理工学研究科で認められた者
に受験資格を与える。さらに、多様な背景や経験を有する学生を受け入れるため、一般入試に加えて社
会人入試および外国人留学生入試を設け、春学期入学に加えて秋学期入学の機会も提供している。 

 
① 建築学専攻試験概要 

  入学定員 収容定員 

理工学研究科建築学専攻 

（博士課程後期課程） 
2 名 6 名 
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 出願種類 試験概要 募集人員 入試時期 

一般入試（春学期入学） 
一般入試（秋学期入学） 

外国語（英語）※ 
口頭試問 

2 名 

2 月（春学期入学） 
8 月（秋学期入学） 

社会人入試（春学期入学） 
社会人入試（秋学期入学） 

口頭試問 
2 月（春学期入学） 
8 月（秋学期入学） 

外国人留学生入試（春学期入学） 
外国人留学生入試（秋学期入学）  

口頭試問 
2 月（春学期入学） 
8 月（秋学期入学） 

※外国語（英語）は外国語能力認定試験として、実施する。 
 

 ② 博士課程後期課程の AP で掲げる 3 つの能力は、以下の方法で選抜する。 
 ・AP‐1「自然科学・科学技術の発展を通じて、人類の進歩に貢献しようとする自立的態度を有する者」 
  （対応する選抜方法・評価項目） 
  ＊口頭試問により、研究への主体性、博士課程後期課程への動機、学術的志向、研究の発展可能性を

評価する。 
＊研究計画書（出願書類）で研究目的・問題意識が明確であるか、自立した研究姿勢が育っているか

を審査する。 
 ・AP‐2：「専門分野の十分な知識・技能を有し、高度な研究能力を修得し、自立的に新規知見の創出

へ取り組む資質を持つ者」 
  （対応する選抜方法・評価項目） 
  ＊修士論文または修士論文と同等の成果による審査により、博士課程後期課程での研究継続可能性

を評価する。 
  ＊口頭試問により、研究内容の理解度、応用能力、発展可能性、専門知識の正確性を確認する。 

・AP‐3：「自身の研究成果を論文や学会等を通して公表し、国際的な情報発信に取り組もうとする者」 
  （対応する選抜方法・評価項目） 

＊口頭試問により、英語文献の理解、研究成果の対外発信に関する意欲と能力を確認する。また、学
会発表の実績の確認により、国際性を有する研究発信に取り組んでいるかを総合的に評価する。 

 
③ 社会人、留学生等の受入について 

すでに修士学位を持つ者で、勤務先や個々の研究活動において博士学位を求める者に対して、社会人
入学試験を用意している。博士課程後期課程においては、研究成果および研究計画について、事前に希
望する指導教員と入念に打ち合わせたうえで志願することとしている。 

外国人留学生入試においては、海外の大学で修士学位を取得した者で、本学においてさらに研究を進
め博士学位を希望する学生に門戸を開く。 

日本語能力については、博士課程後期課程では英語による指導を受け、英語による論文を書くことが
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求められるため、日本語は日常会話程度で良いが、英語で論文を書く力を書類審査、口頭試問で評価す
る。 

  なお、社会人、外国人留学生の受け入れに際しては、春学期入学だけではなく秋学期入学を用意する
ことで、既卒者または外国において修士相当の学位を取得した者がスムーズに入学できる機会を用意
している。また、外国人留学生（英語話者）の受け入れに際しては、本学国際教育・協力センターの専
門スタッフと理工学研究科専門スタッフとの協力体制により個別にオリエンテーションを実施し、入
学後も、担当スタッフにより履修指導、生活指導および在籍管理、奨学金業務を行っている。 
 博士課程後期課程の社会人入学者については、通常の授業時間帯によるカリキュラムを履修するた
め、特別な配慮を行ってはいないが、一般学生に対する「大学院研究者育成奨励金（授業料実質無償
化）」を支給の対象とすることで、広くアピールするものとなっている。 
 博士学位取得プロセスは春学期入学、秋学期入学と別スケジュールであり、異なる学期入学の場合
でもスムーズに研究を行うことを可能としている。 

7 教育研究実施組織の編制の考え方及び特色 
（1）教員配置の考え方

建築学専攻博士課程後期課程の専任教員は、特別研究を担当する４名の後期課程指導教員と、10
名の専任の補助教員を配置する。開設時の年齢構成は、全体で 40～49 歳が 3 名、50～59 歳が 5 名、
60～69 歳が 6 名である。 

４名の後期課程指導教員は博士学位を有し、すでに他研究科において後期課程の学生の指導実績
を有する者であり、理工学研究科において、所定の「任用基準」に従い、博士課程後期課程における
研究指導並びに博士論文の審査を担当するにふさわしい業績と能力を有すると判断し、任用してい
る。 

10 名の補助教員については、前期課程指導教員として前期課程の学生の指導実績がある者であり、
理工学研究科において、所定の「任用基準」に従い、博士課程前期課程における研究指導並びに修士
論文の審査を担当するにふさわしい業績と能力を有すると判断し前期課程指導教員として任用して
いる教員である。これらの教員は後期課程においては、補助教員としての役割を担っている。

（2）中心となる研究分野および研究体制

中心となる研究分野は建築学及び都市計画学である。本専攻の専任教員の研究は両分野の様々な領
域に渡り、専攻としては建築学及び都市計画学全般に対する研究に広く取組んでいる。 

受け入れ教員研究体制については、専任教員は、各人の責任において研究室に所属する大学院生ら
とともに専門分野における研究を進めることを基本とする。それに加え、現代の複雑な課題に対応す
るために、専任教員間の連携や、研究科内他専攻の教員、さらには他大学の教員との共同研究等を通
して自立的な研究を促す予定である。 

（3）教員の年齢構成

専任教員の年齢構成も、バランスに配慮し教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化に支障が

ない構成としている。なお、開設時に本専攻の専任教員である 14 名のうち 3 名は、博士課程後期課
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程の完成年度となる令和 11 年度（2029 年度）までに定年退職予定である。そのうち 1 名は後期課程

の指導教員であるが、後任となる同分野を研究する教員を定年退職の前年度から指導教員として採用

する。その他の教員についても、いずれも定年退職に合わせて後任補充する採用計画を検討している。

よって、本専攻の教育研究の実施にあたって継続性の問題は生じない。 

本学専任教員の定年は 65 歳、教授の資格を有する者の定年は 68 歳である。（資料 9「教職員定年

に関する規程」参照）。 

8 研究の実施についての考え方、体制、取組 
関西学院大学はキリスト教主義によってたつ教育研究機関であり、スクールモットーの“Mastery 

for Service” の精神に基づき、社会の信頼に支えられた高い倫理性をもって教育研究を推進し、その成
果を積極的に社会に還元することを本旨としている。研究組織としては、14 学部・14 研究科に加
えて、3 つの常設研究所を持ち、人文社会科学系・自然科学系それぞれで、多種多様な分野
の研究を推進している。  

これら本学における研究活動を振興し活性化するために、副学長（研究推進社会連携機構長）の統
轄のもと研究推進社会連携機構（以下「機構」）を設置し、研究振興・開発計画を策定するとともに、
研究活動に係る各種ルールの作成等、研究環境全般の整備を行い、学術研究の振興のみならず、産官
学連携を通じた“直接的な”研究成果の社会実装にも注力をしているところである。また、機構には、
それぞれ研究支援、知財産学連携、研究創発の機能を持つ各センターを設置しており、このうち知財
産学連携センターには知的財産アドバイザー（1 名）及び産官学連携コーディネーター（4 名）を、研
究創発・機器共用センターには URA（2 名）を配置し、研究活動をサポートする専門人材の活用を図
っている。 

また、本学における中期計画の中で、研究に係るテーマとして「個別研究の活性化」「研究ブラン
ドの確立」の 2 つを掲げており、機構が統轄部門となっているが、その推進の中核を担っているのが
研究創発・機器共用センターである。その中で、URA の役割としては、当該中期計画の推進に係る国
の政策動向の調査・分析、本学の研究動向や研究力の調査・分析、それらに基づく研究戦略（外部研
究資金獲得戦略を含む）の企画・立案、さらには産官学連携コーディネーターとの協働による個別研
究プロジェクトの支援等、非常に多岐にわたっており、本学の研究力向上に資する人材として、欠か
せない存在となっている。 

9 施設・設備等の整備計画 
（1）校地、運動場の整備計画

関西学院神戸三田キャンパスは、緑豊かな自然環境と最新の教育研究設備が調和した、明るく広々と
した開放的なキャンパスである。キャンパス内の建物は、キリスト教思想の下に W.M.ヴォーリズによ
り設計された関西学院大学西宮上ケ原キャンパスと同様に、スパニッシュ・ミッション・スタイルを採
用している。 

現在、理学部、工学部、生命環境学部、建築学部、総合政策学部、理工学研究科、総合政策研究科の
5 学部・2 研究科が設置されており、約 6,300 人が学んでいる。理工学研究科は、改組により、令和 7
年度（2025 年度）に新たに建築学専攻修士課程を開設し、既存の 9 専攻については入学定員を変更し、
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入学定員 400 名（博士課程前期課程・修士課程）となり、4 月には 314 名が入学した。 
建築学専攻博士課程後期課程が開設される関西学院神戸三田キャンパス（262,566 ㎡）には、学生の

教育・課外活動の施設として、陸上競技場、第 2 グラウンド、体育館がある。 
学生が休息するためのスペースとして、第一厚生棟、第二厚生棟、第三厚生棟の食堂・ラウンジ部分

（計 1,936 ㎡）、「Academic Commons」ラウンジ部分（365 ㎡）を設けており、多くの学生がゆとりを
もって休息や学生同士の交流等に利用することができるようになっている。 

「Academic Commons」内には保健館（分室）・総合支援センター・カウンセリングルーム等があり、
Ⅷ号館内には学生サービスのワンストップ化を目指した統合事務室や女子学生のためのフィッティン
グルームを備えたパウダールームがある等、快適で健康な学生生活をバックアップしている。 

また、令和 7 年（2025 年）4 月には、キャンパスの隣接地に新たに学生寮を開設し、学部学生から
大学院生まで利用可能な 300 室（個室）を備える。学生のほか、余裕がある場合には、交換学生や研
究員の入寮も可能となる。 

さらに、起業支援・コワーキングを目的としたインキュベーション施設「Spark Base」も隣接地にオ
ープンし、学生・企業・地域が連携して起業や社会課題解決を目指す拠点として、大学院生においては、
研究成果発表の場として活用が期待される。 

（2）校舎等施設の整備計画

各種の講義、研究発表等に使用する講義室としては、Ⅰ号館、Ⅱ号館に設けられた教室およびⅧ号
館がある。それらについては、各学部、研究科が共同で利用している。具体的な施設・設備の現時点
での利用予定から、建築学専攻博士課程後期課程が設置された場合も問題なく利用できる計画であ
ることについて、十分な検証を行った（資料 10「建築学専攻時間割表」参照）。 

建築学専攻博士課程後期課程においては、理工学研究科他専攻と同様、主とした研究の場は「研究
室（ラボ）」と呼ばれる場所がⅢ号館とⅥ号館にあり、建築学専攻の教員はそれぞれ独立した研究室
（ラボ）スペースを持つ。

なお、具体的な配置及び面積については、本届出書 6「校地校舎等の図面」の（4）「建築学専攻使
用校舎の平面図」に示す。 

（3）大学院生の研究室（自習室）等の考え方、整備計画

建築学専攻の研究室としては、専任教員が 1 研究室あたり 108 ㎡（Ⅲ号館）、104.1 ㎡（Ⅵ号館）
のエリアを管理・運営し、その中で学部 4 年生や大学院生の自習スペースが設けられ、研究活動を
行う（資料 11「建築学専攻研究室見取り図」参照）。研究室には、建築デザイン、建築計画、建築構
造、建築環境工学、建築史、都市デザイン、まちづくり等の活動内容に応じて、様々な研究設備が備
えられる。LAN の構築もなされ、大学院生が教員と一緒に研究活動を行うことができる他、インタ
ーネットを利用して様々な Web データベースにもアクセス可能である。上記の研究室の他に、専任
教員には個人研究室を 1 室ずつ配置する。個人研究室では、講義の準備、研究活動をはじめとする
学生に対する教育・研究上の指導を行う。 

（4）図書等の資料及び図書館の整備計画

建築学専攻の学生が主として利用する図書館は、Ⅵ号館内の 2 階、3 階、4 階部分にある「関西
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学院神戸三田キャンパス図書メディア館（以下、「図書メディア館」）」である。図書メディア館は、
授業期間中は、平日は 8 時 50 分から 22 時まで、土曜日は 8 時 50 分から 18 時 30 分まで、日祝日
は 12 時から 18 時まで利用可能である。 

理工学研究科建築学専攻関係の図書資料は図書メディア館に集中的に配備されており、学内には
図書約 8,331 冊、雑誌約 108 タイトルを所蔵している（令和 7 年（2025 年）12 月現在）（資料 12
「建築学専攻研究雑誌一覧」参照）。 

210 万冊の収容力を有する西宮上ケ原キャンパスの大学図書館の資料をはじめ、学内の所蔵資料
は取寄せて利用することもできるため、十分な資料を確保することができる。また、オンラインで
アクセスできる電子資料については、電子ジャーナル約 52,000 タイトル、電子ブック約 145,000 タ
イトル、Web データベース約 240 種が用意されている。これら関連分野の図書資料については、今
後一層の充実を図る予定である。

設備面においては、図書メディア館内に自学自習用パソコン 145 台、グループワーク用学習室 2
室を含むメディア・フォーラムを併設しており、図書資料の利用に加えてグループディスカッショ
ン、プレゼンテーション準備等に活用されている。

図書メディア館のカウンターでは、図書の貸出サービス、他大学との相互利用を扱うレファレン
スサービスに加えて、PC 利用相談窓口を設けてノートパソコンの貸出を行うとともに、ネットワ
ーク接続や各種アプリケーション利用についての十分なサポートを行っている。なお、図書メディ
ア館は図書資料の収容力 40 万冊、座席数 528 席（全席無線 LAN 対応）を保有しており、完成年度
に向けて十分な学修、研究スペースを提供することができる。

10 管理運営

理工学研究科は、研究科委員長を中心として、全専攻の博士課程前期課程指導教員及び博士課程後
期課程指導教員、大学院教員によって構成する研究科委員会（原則として月 1 回）によって運営さ
れ、研究科委員会でのカリキュラム編成、人事案件及び予算に関する審議事項等の案件は、すべてこ
こで議決される。 

理系の学部・研究科は 4 学部 1 研究科の構成となるため、４つの学部の学部長を含めた、研究科
委員長、研究科副委員長、研究科委員長補佐による「研究科執行部」を組織し、研究科執行部会（原
則として月 1 回）を置き、研究科運営の協議を行っている。また、理工学研究科全体の教務や学生関
係に関する案件を調整するため、研究科副委員長が委員長となる大学院委員会を設け、各専攻の代表
者を任命し、専攻間の調整を行いながら課題解決を行っている。 

これ以外に研究科運営の円滑化を推進するため、研究科内に国際交流推進委員会、ジェンダー平等
推進委員会、安全管理・危機管理委員会、施設委員会などの各種委員会を設置し、様々な案件の検討、
調整を行っている。

11 自己点検・評価 
（1）自己点検・評価

関西学院では、平成 3 年（1991 年）に大学設置基準が大綱化され、各大学における自己評価が努
力目標とされたことを契機として、自己点検・評価の取組みを開始した。 
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自己点検・評価活動は、「内部質保証に関する方針」及び「関西学院大学内部質保証会議規程」に
従って実施されている。「内部質保証に関する方針」は、本学 Web サイト
（https://www.kwansei.ac.jp/about/univ_policy/internal）で公表しており、本学における内部質保証
の基本的な考え方や組織体制に加え、本学院における教育・研究・社会貢献活動及び管理運営等の行
動指針を定めている。同方針に基づき、大学の内部質保証の推進に責任を負う組織として、関西学院
大学内部質保証会議を置いている。大学内部質保証会議は、学長を議長とし、各学部長・研究科長等
で構成されている。大学内部質保証会議は大学の自己点検・評価の結果に基づいて継続的な改善・改
革を推進している。 

(2) 機関別認証評価

令和 2 年度（2020 年度）に（財）大学基準協会による 3 回目の大学評価（認証評価）を受審し、
令和 3 年（2021 年）3 月に大学基準に適合していると認定された。次回は、令和 9 年度（2027 年度）
に受審予定である。本学の機関別認証評価の結果については、本学の Web ページで公表している。 

12 情報の公表 
本学では、公的な教育機関として、社会に対する説明責任を果たすとともに、その教育の質を向上

させる観点から、学校教育法施行規則等において公表が必要とされている以下の項目について、Web
ページ、各種出版物等を通じて、教育研究活動等の状況について情報の公表を行っている。 

平成 22 年（2010 年）10 月より、本学 Web サイトに、「関西学院大学に関する情報公開・データ」
という Web ページ（https://www.kwansei.ac.jp/about/disclosure/）を設置し、以下の①から⑫の内容
を含む情報を積極的かつ網羅的に公表している。 

① 大学の教育研究上の目的及び３つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、
アドミッション・ポリシー）に関すること

② 教育研究上の基本組織に関すること
③ 教育研究実施組織，教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
④ 入学者の選抜に関すること
⑤ 入学者に関する受入れ方針及び入学者の数，収容定員及び在学する学生の数，卒業又は修了した

者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに外国人留学生の数に関す
ること

⑥ 授業科目，授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
⑦ 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
⑧ 校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
⑨ 授業料，入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
⑩ 大学が行う学生の修学，進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
⑪ 学位論文に係る評価基準
⑫ その他（教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報，学則等各種規程，設

置認可申請書，設置届出書，設置計画履行状況等報告書，自己点検・評価報告書，認証評価の結果
等）
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13 教育内容等の改善のための組織的な研修等 
（1）全学的な取組み

本学の教育の質を高め、教育力の強化と一層の充実・発展を図ることを目的に高等教育推進センタ
ーを設置している。当該センターは、教育力向上に資する全学的方針の立案及び活動の企画・運営、
教職員による自律的な教育改善コミュニティ形成の支援、高等教育に関する政策動向等の調査・研究、
学習支援システムを活用した教育の開発・支援、TA・LA 等の教育・指導力向上への支援につながる
活動の企画・運営、センター紀要、資料等の発行等に係る事業を行う。 

新任教員を対象に FD（ファカルティ・ディベロップメント）に関する講演会をはじめ、ハラスメ
ント防止や研究支援制度及び研究倫理など、教員としての自覚を促すプログラムを体系化し、全学的
な取組としている。新任教員の不安を軽減するとともに、資質の維持・向上に努め、よりよい授業を
行うための「継続的な授業改善への動機付け」となることを目指すものである。新任教員研修以外に
も、FD・SD（スタッフ・ディベロップメント）に寄与する講演会や授業改善の試みに関する研修プ
ログラムを実施している。令和 7 年度（2025 年度）においては、本学高等教育推進センター武田俊
之教育技術主事による「オンデマンド授業における著作権」をテーマとする FD 講演会（公開）を実
施した。 加えて、同センター時任隼平教授および岩田貴帆専任講師による「2026 年度授業スケジュ
ールにおける授業計画の考え方と実践例」をテーマとする FD 研修会を、内容をほぼ同一として計 3
回開催した。

その他、教員と学生のコミュニケーションの場となる LMS（学習管理システム）を導入するなど、
教職員が一体となり教育の質向上を図っている。以上のように高等教育推進センターを中心に全学的
な連携体制のもと、教育内容等の改善のための研修等を継続的に実施し、その効果を測りつつさらな
る改善を行うことで、教育の質向上のための活動を積極的に推進している。 

また、本学では、職員の自発的・積極的な研修意欲の助長と総合的な計画に基づく研修の実現を目的
とし、昭和 51 年（1976 年）6 月に職員研修規程を制定している。以来、社会の変化や職員に求めら
れる役割の多様化に応じ、職員の能力向上のための多様な研修プログラムが整備されている。 

（2）理工学研究科の取組み

理工学研究科では、その基礎となる学部で実施される FD の成果を大学院教育にも反映させてい
る。 

理工学研究科 FD 委員会は、理工学部が令和 3 年度（2021 年度）に理学部、工学部、生命環境学
部に改組されて以降、理学部 FD 委員会、工学部 FD 委員会ならびに生命環境学部 FD 委員会と協力
し、さらに理・工・生命環境の 3 学部合同カリキュラム WG とも連携して、学生に対する教育学習
環境の改善、教員に対する教育能力のさらなる向上を目的として、種々の取組みを行っている。令和
7 年度（2025 年度）より建築学部 FD 委員会もこれに連携している。 

令和７年度（2025 年度）は①FD 研修会ならびに②シラバスの質向上に向けた取組みを実施した。 
①FD 研修会の取組みとしては、今年度、研修の一環として全専攻教員を対象に「研究室運営に関す
る調査」を行い、研究室での学生指導に対する取組み、また課題と対応について回答を得て、その取
組みや課題を研究科委員会において共有した。この検証は引き続き、理工学研究科 FD 委員会や研
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究科執行部会にて審議されている。また、②シラバスの質向上に向けては、作成ガイドラインに基づ
いてシラバスの内容をチェックし、さらなる質の向上と、その保証に向けた表記について検討を行っ
た。 
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建築学専攻博⼠課程後期課程の養成する⼈材像及び3つのポリシーの相関図

1. ⼯学的知識と技術⼒による魅⼒的で持続可能な建築や都市空間をつくるための計画・デザイン技術及び社会的課題の解決に貢献するため、それらを運営・管理するた
めのマネジメント能⼒

2. 建築空間、都市空間そして地域社会を連続的・⼀体的なものとしてとらえ、相互の関係性についての技術的課題に主体的に取り組み解決できる能⼒

3. 学際的・国際的な視野を持ち、研究成果を国内外の学会や学術誌等を通して発表できる能⼒

4. 建築デザインや都市計画は多様な専⾨家及び住⺠との共同作業であることを理解し、その研究成果を社会に還元するための情報発信能⼒

学位授与の⽅針（ディプロマ・ポリシー）

１． 環境と共⽣し持続可能で秩序ある建築、都市の創造に寄与できる⾼い研究能⼒と豊かな学識をもった⼈材

２． 建築、都市に関する諸問題について⾃ら研究テーマを設定し、新たな視点から研究を⾏い、新規の知⾒を得ることにより問題の解決に結びつけることができる⼈材

３． ⾃⾝の専⾨とする分野を深く研鑽し、研究成果を国内外の学会や学術誌等を通して発表できる能⼒をそなえた⼈材

養成する⼈材像

教育課程編成・実施の⽅針
（カリキュラム・ポリシー）

1. 研究⽴案及び⽂献（学術雑誌・学会誌・Ｗｅｂ情報等）検索を通じ、既知の知⾒を整
理し、新規の知⾒を得るための研究実施計画の⽴案と成果の予測を⾏うことを⽬的と
して、「研究計画法」を配置する

2. 先⾏研究のレビュー、研究結果の分析（先⾏研究に対する⽐較等）を⾏い、研究成果
を⽇本語あるいは外国語で学会や学術誌にて発表するための素案作成を⾏うことを⽬
的として、「論⽂作成演習」を配置する

3. 研究テーマに関する⾼度な専⾨的知識及び能⼒を修得し、博⼠論⽂作成のための研究
指導を受けることを⽬的とし、独創的な研究能⼒を養うとともに博⼠論⽂作成に向け
ての研究成果の積み重ねを⾏うために、「特別研究」を配置する

⼊学者受⼊⽅針
（アドミッション・ポリシー）

1. ⾃然科学・科学技術の発展を通じて、
⾃⽴的な態度をもって⼈類の進歩に貢
献しようとする学⽣

2. 各専⾨分野の⼗分な知識・技能を有し、
それぞれの分野の⾼度な研究能⼒を修
得し、⾃⽴的な態度で新規な知⾒を得
ることにより問題の解決に結びつけよ
うとする学⽣

3. ⾃⾝の専⾨とする研究分野を深く研鑽
し、その成果を論⽂や学会等を通して
公表することにより、⾃⽴的な態度で
国際的な情報発信に努めようとする学
⽣
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建築学専攻博⼠課程後期課程学位取得プロセス図

実 施 形
態

⼊学後原則として 1 カ⽉以内に、⼊学選考時に提出した書類及び⾯接に基づき、
建築学専攻博⼠課程後期課程の専任教員の中から指導教員を決定する。学⽣は「特
別研究」を履修し、この科⽬を通して研究テーマに関する⾼度な専⾨知識の修得と
能⼒の涵養を⾏い、博⼠学位論⽂（以下博⼠論⽂）作成のための適切な研究指導を
担当教員から受ける。研究指導においては学会活動や学術論⽂執筆を通じて研究を
深化させるよう指導を⾏う。併せて、必修科⽬を履修する。

実 施 内
容

1 年次 4 ⽉ ・⼊学後原則として１カ⽉以内に、建築学専攻博⼠課程後期課程
の専任教員より指導教員１名を決定する。

・学⽣は教員の指導のもとテーマを決定して研究を開始する。
・必修科⽬を履修する。

9 ⽉

1 ⽉

・研究の⽅向性を固め、研究を推進する。
・必修科⽬を履修する。
・専⾨分野に関する学術書及び研究論⽂を購読し、⾼度な専⾨性
を涵養する。

２年次 ４⽉

６⽉

・研究を継続し、発展させる。
・必修科⽬を履修する。
・研究の発表等を積極的に⾏って内容にフィードバックを受ける

とともに、他の研究者との交流を持ち、幅を広げる。
９⽉ ・更に研究を深め、春学期の終わりごろには研究テーマについて

ある程度の⾒通しをつける。
・必修科⽬を履修する。

３年次 ４⽉

６⽉

９⽉

・研究テーマに関連する成果の⼀部を学術論⽂もしくはそれに準
ずる成果物としてまとめ、発表する。

・研究の進展を鑑みて予備審査を⾏い、これまでの研究成果を発
表する。教員から問題点の指摘及び助⾔を受け、研究に反映さ
せる。

・研究成果を引き続き発展させ、博⼠論⽂としてまとめる。
12 ⽉
2 ⽉
3 ⽉

・これまでの成果をまとめ、博⼠論⽂を執筆する。
・博⼠論⽂の審査請求を⾏う。
・本学学位規程に基づき、博⼠論⽂の審査を受ける。研究テーマ

を鑑みて、「博⼠（⼯学）」を授与する。

【資料4】
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審 査 ⽅
法

専⾨外国語学⼒の認定を得、修了に必要な単位を修得⾒込みの者は、博⼠論⽂の審
査請求を⾏う。博⼠論⽂は、本学学位規程に基づき、選定された主査１名、副査２
名以上の論⽂審査委員により審査される。また、提出論⽂を中⼼に関連する研究領
域に関して⼝頭試問による最終試験を⾏い、論⽂審査に合格した者が専攻分野につ
いて研究者として⾃⽴して研究活動を⾏うために必要な⾼度な研究能⼒と、基礎と
なる豊かな学識を有することを確認する。また、最終試験受験者は公開の博⼠論⽂
発表会に論⽂内容を発表する。審査委員会の審査報告に基づき、研究科委員会は博
⼠学位の授与を議決する。
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○研究活動に関する指針

2008年４月４日 

大学評議会制定

関西学院大学はキリスト教主義によってたつ教育研究機関であり、スクールモットーの

Mastery for Serviceの精神に基づき、社会の信頼に支えられた高い倫理性をもって教育研

究を推進し、その成果を積極的に社会に還元することに、その本旨がある。したがって、本

学の研究活動に対して以下の指針を定める。

１．本学の研究活動における経費が、学生納付金、または公的な資金や、その他の外部資金

によって支えられていることを踏まえ、経費の申請、使用、報告にあたり、経費の目的を

尊重し、関係する法令、通知および本学の諸規則などを遵守しなければならない。

２．研究者は、研究成果の発表における捏造、改ざん、盗用、重複発表、その他の研究活動

における不正行為を行ってはならない。特許出願において虚偽を行ってはならない。また、

研究活動における利益相反の発生に十分な注意を払い、相反が発生する場合には情報を開

示し、適切な管理を行わねばならない。

３．研究者は、研究活動にあたって、関係する個人の尊厳および人権を尊重しなければなら

ない。また、研究活動に伴う守秘義務を厳守し、活動の過程において知り得た個人情報の

保護に努めなければならない。

４．研究者は、研究活動において装置、機器、薬品、材料などを用いるときは、関係する法

令、本学の諸規則、学会等の指針を遵守し、環境、安全へ配慮しなければならない。

５．研究者は、研究活動において、学生や共同で研究を行う者に対して正当な理由なくして

不利益を与えてはならない。

６．本学構成員は、不正行為が行われようとしている、あるいは、行われたことを知った場

合には、それを放置してはならない。

附 則

１ この指針は、2008年（平成20年）４月４日から施行する。 

２ この指針は、2014年（平成26年）12月５日から改正施行する。 

【資料5】
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○研究倫理規準

2013年３月15日 

大学評議会決定

前文

関西学院大学はキリスト教主義によってたつ教育研究機関であり、スクールモットーの

Mastery for Serviceの精神に基づき、社会の信頼に支えられた高い倫理性をもって教育研

究を推進し、その成果を積極的に社会に還元することに、その本旨がある。

研究者は、自らの意思と責任によって研究を遂行し、その成果を社会に問うことで研究活

動を発展させ公共の福祉の増大に寄与することができる。一方、大学は研究者の研究の自由

を保障するためにも研究倫理の啓発に努め、本規準に沿った研究活動に関する諸規程の整備

を図らなければならない。

関西学院大学は、社会の付託に応え信頼にたる研究活動を通じて積極的に社会に貢献する

ことを宣言する。

（目的）

第１条 この規準は、研究者の自由な研究活動の実施に当たり社会の信頼に支えられた公正

な研究活動の倫理的遂行を確保するために定める。

（定義）

第２条 この規準において、「研究者」とは本学の専任教員に限らず、本学において研究活

動に従事する者すべてを含む。職員、大学院学生・学部学生等についても、研究に関わる

際には「研究者」に準ずる者とみなす。なお、大学院学生・学部学生の研究活動について

は指導教員が指導・監督の責任を負うこととする。

第３条 この規準において「研究費」とは、本学が研究者に交付する研究費および研究者が

学外から獲得した研究費をいう。

（研究活動の倫理）

第４条 研究者は、研究活動における責任を自覚し、研究成果の客観性を歪めることがない

よう、良心と信念に従って研究を遂行しなければならない。

２ 研究者は、個人の尊厳及び人権の尊重、並びに個人情報の保護に留意し、科学的かつ社

会的に妥当な方法により、研究を遂行する義務を負う。

３ 研究者は、研究の遂行に当たっては、関連する法令等に従うとともに、本学諸規程、所

属する学会・団体等の倫理規準等を遵守しなければならない。また、学外交流による研究

については、「関西学院大学学外交流倫理規準」に従うとともに、当該の学外機関におけ

【資料6】
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る倫理規準等にも配慮しなければならない。

（試資料の取得・利用に関する不正行為の禁止）

第５条 研究者は、研究活動における試資料等の取得および利用に関して、次の各号に掲げ

る不正行為を行ってはならない。また、それらに助力してはならない。

1 試資料等の捏造

存在しないデータ、研究結果等を作成すること

2 試資料等の改ざん

研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結

果等を真正でないものに加工すること

3 恣意的に取得した試資料等の利用

計測・実験機器の操作や調査方法の決定等を恣意的に行うことによって、正当な方法

では得られない試資料等を取得し、利用すること

4 試資料等の盗用

他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該

研究者の了解又は適切な表示なく流用すること

（研究成果の発表に関する不正行為の禁止）

第６条 研究者は、研究成果の発表に関して、次の各号に掲げる不正行為を行ってはならな

い。また、それらに助力してはならない。

1 盗用

他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該

研究者の了解又は適切な表示なく流用すること

2 不適切な著作者表示

当該の研究活動に無関係の他者を著作者に加えたり、共同研究者を適正な形で著作者

に含めなかったりすること

3 不適切な重複発表

既発表の成果を新規なものであると偽って再び発表すること

4 訂正の不作為

発表した研究成果に重要な間違いを発見しながら、当該成果の取り下げや訂正発表等

の適切な処置を行わないこと

（研究費の適正な取り扱い）

第７条 研究者は、研究費の取扱いに関して、次の各号に掲げる不正行為を行ってはならな

－設置等の趣旨（資料）－9－



い。また、それらに助力してはならない。

1 架空の取引により大学に代金を支払わせ、業者等に預け金として管理させること

2 虚偽の申請に基づき申請と異なる物品費等を大学に支払わせること

3 虚偽の申請に基づき出張旅費等を大学に支払わせること

4 虚偽の申請に基づき研究補助者への報酬・謝金等を大学に支払わせること

5 法令、本学の諸規程または当該研究費の使用に係る指針等に定められた用途以外の用

途に使用すること

第８条 研究者は、研究費の管理及び使用にあたり、法令及び本学の諸規程を遵守し、研究

費を最も効果的かつ効率的な方法で使用するよう努めなければならない。

（大学の責務）

第９条 大学は、この規準の趣旨および「関西学院大学研究活動に関する指針」の内容を学

内に周知徹底し、この規準に則った研究活動ならびに教育を具体的に遂行するための計画

立案、諸規程の整備、運営組織の設置・充実に努めるとともにこの規準の適切性を検証す

る責務を有する。

（主管部課）

第10条 この規準に関する事務は研究推進社会連携機構事務部が行う。 

附 則

１ この規準は、2013年（平成25年）４月１日から施行する。 

２ この規準は、2015年（平成27年）４月１日から改正施行する。 
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○関西学院大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程

2014年12月12日 

理事会承認

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この規程は、関西学院大学研究倫理規準（以下、「倫理規準」という。）第１条に

いう「公正な研究活動の倫理的遂行を確保するために」、倫理規準第９条に基づき、関西

学院大学（以下、「本学」という。）における研究活動上の不正行為の防止体制の整備及

び研究活動上の不正行為の発生に適切に対応するための措置等に関し必要な事項を定め

る。

（定義）

第２条 この規程における「研究者」とは、倫理規準第２条に定める研究者をいう。

２ この規程における「研究費」とは、倫理規準第３条に定める研究費をいう。

３ この規程における「研究活動上の不正行為」（以下、「不正行為」という。）とは、倫

理規準第５条から第７条に定める故意又は重過失（研究者としてわきまえるべき基本的な

注意義務を著しく怠ったこと）による不正行為をいう。

第２章 学内の責任体系

（責任体系）

第３条 不正行為の防止等のために、最高管理責任者、統括管理責任者及びコンプライアン

ス推進責任者を置く。なお、コンプライアンス推進責任者の下にコンプライアンス推進副

責任者を置くことができる。

２ 各責任者となる者の職名は、学内外に公表する。

（最高管理責任者の責任と権限）

第４条 最高管理責任者は、学長とし、不正行為の防止について、最終責任を負う。

２ 最高管理責任者は、「関西学院大学 研究活動に関する指針」及び「関西学院大学研究

倫理規準」（以下、「本学における不正防止対策の基本方針」という。）を研究者や事務

職員等に周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じる。

３ 最高管理責任者は、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って不

正行為の防止等を適切に行えるよう、必要な予算や人員配置等の措置の実施につき適切に

リーダーシップを発揮する。

４ 最高管理責任者は、様々な啓発活動を定期的に行い、構成員の意識の向上と浸透を図る。 

【資料7】
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（統括管理責任者の責任と権限）

第５条 統括管理責任者は、副学長（研究推進社会連携機構長）とし、最高管理責任者を補

佐し、不正行為の防止等について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。

２ 統括管理責任者は、不正行為の防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、

「本学における不正防止対策の基本方針」に基づき、本学全体の具体的な対策（研究倫理

教育・コンプライアンス教育や啓発活動等を含む）を策定・実施し、具体的な対策の実施

状況を確認するとともに、その実施状況を最高管理責任者に報告する。

（コンプライアンス推進責任者の責任と権限）

第６条 コンプライアンス推進責任者は、研究者が所属する学部、研究科等の長とし、不正

行為の防止等について、各学部、各研究科等における実質的な責任と権限を持つ。

２ コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者との連携の下、次の各号に掲げる事項

を実施する。

1 自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施し、対策の実施状況を確認す

るとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。

2 自己の管理監督又は指導する部局等における研究活動の成果に、保存・開示の対象と

なる研究データの内容、保存期間、保存方法、開示の相手先等につき、必要に応じて定

め、適切に管理監督又は指導する。

3 不正行為の防止等を図るため、研究倫理教育責任者として、学生も含む部局内の研究

活動に関わる全ての構成員に対し、研究倫理教育・コンプライアンス教育を適宜実施し、

受講状況を管理監督する。

4 自己の管理監督又は指導する部局において、定期的に啓発活動を実施する。

5 自己の管理監督又は指導する部局において、構成員が適正な研究活動を行っているか

等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。

（コンプライアンス推進副責任者の責任と権限）

第７条 コンプライアンス推進副責任者は、コンプライアンス推進責任者の指示の下、第６

条に定めるコンプライアンス推進責任者の責任と権限の遂行を補佐する。

（研究者の責務と責務違反への本学の対応）

第８条 研究者は、「本学における不正防止対策の基本方針」を遵守し、公正な研究活動の

倫理的遂行に努めなければならない。

２ 研究者は、関係法令及び本学諸規程に基づき、適正に研究費の執行手続を行わなければ

ならない。
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３ 本学は、不正行為が認定された場合は、当該不正行為に関与した者に対して、学内諸規

程に基づく懲戒処分を課すことがある。

４ 本学が不正行為に関与した者を懲戒処分の対象とする場合には、懲戒処分の内容、被処

分者の所属・氏名、不正行為の内容、調査等の内容、調査委員会委員の所属・氏名、調査

の方法・手順その他必要と認める事項を学内外に公表することがある。

５ 研究者は、所属する学部、研究科等が定める研究倫理教育・コンプライアンス教育を定

期的に受講しなければならない。

６ 本学以外に本務を有する研究者及び本務を有しない研究者は、本学または他の機関での

研究倫理教育・コンプライアンス教育を定期的に受講し、コンプライアンス推進責任者に

受講の確認を受けるものとする。

第３章 不正防止の体制整備と不正行為への適切な対応

（研究倫理委員会の設置）

第９条 研究活動における倫理的な問題に関して調査、審議、議決することを目的として、

本学に関西学院大学研究倫理委員会（以下、「研究倫理委員会」という。）を設置する。 

２ 研究倫理委員会の役割と権限については、関西学院大学研究倫理委員会規程に定める。 

（適正な研究費の使用に係る事務管理体制）

第10条 研究費の適正な使用に係る事務管理体制については、次のとおりとする。 

1 人事部長は、職制第８条および事務組織における職務権限規程第６条の権限に関する

業務を行う。

2 経理部長は、職制第９条および事務組織における職務権限規程第６条の権限に関する

業務を行う。

3 コンプライアンス推進部長は、監事及び会計監査人と連携を強化し、内部監査および

モニタリングに関する業務を行う。

4 研究推進社会連携機構事務部長は、職制第88条に基づき研究費の執行および管理を行

う。

5 コンプライアンス推進責任者は、経理規程第48条に基づき研究費の執行および管理を

行う。

（不正防止計画の推進）

第11条 統括管理責任者は、不正防止計画を策定、実施するとともに、その内容を公表す

る。

２ 不正防止計画の推進部署を研究推進社会連携機構事務部に置く。
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（関係者の意識向上）

第12条 統括管理責任者は、研究者や事務職員等に対し、不正行為の防止等に関する関係

者の意識向上に努め、諸規程の遵守の徹底を図る。

（誓約書の提出）

第13条 研究費の交付を受けた研究者は、関係法令及び研究費に関する諸規程を遵守する

こと、及びそれらに違反して不正を行った場合は本学や配分機関の処分及び法的な責任を

負担する旨の「誓約書」を、最高管理責任者に提出しなければならない。

（受付窓口）

第14条 不正行為その他研究活動に係る相談・告発等を受け付ける窓口を研究推進社会連

携機構事務部に設け、学内外に公表する。

２ 不正行為に関する相談・告発等は、書面（ファックス、電子メール等を含む）、電話、

面談により受け付ける。ただし、原則として、相談・告発等は顕名にて行うものとする。 

３ 前項による相談・告発等は、不正行為を行ったとする研究者・グループ、特定不正行為

の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする科学的な合理性のある理由が示されて

いることを要する。

４ 不正行為につき相談・告発等を行ったことを理由として、相談・告発等を行った者に対

して不利益な取り扱いをしてはならない。

（不正行為に係る調査等）

第15条 研究者等は、研究活動に関して、不正の疑いがあるときは、コンプライアンス推

進部または研究推進社会連携機構に報告するものとする。

２ コンプライアンス推進部または研究推進社会連携機構は、前項の報告に不正の可能性が

確認された場合は、速やかに研究倫理委員会に報告する。

３ 研究倫理委員会は、前項の報告その他により不正の情報を得た場合、関西学院大学研究

倫理委員会規程の定めに従って、必要に応じて調査委員会を設置し、不正行為に関する調

査その他を行う。

第４章 研究費の適正な執行・管理の推進

（研究費に関する規程等の整備・統一）

第16条 研究推進社会連携機構は、研究費経理マニュアル等を整備し、研究費に関する規

程等の統一を図る。

（予算執行状況のモニタリング）

第17条 研究推進社会連携機構は、予算執行状況を定期的に検証し、必要に応じて、研究

－設置等の趣旨（資料）－14－



計画に合致した執行になっているかを確認し、必要に応じて研究者に改善を求める。

（取引業者への対応）

第18条 研究推進社会連携機構は、取引業者に対し、研究費の取扱いについて、説明会又

は文書により説明し、誓約書の提出等により不正行為に関与しないよう徹底させる。

２ 不正な取引を行った取引業者については、学校法人関西学院物件調達規程第６条の規定

に基づき取引を停止する。この場合、本学は、当該業者に対して不正な取引につき法的な

責任の負担を求めることがある。

（検収の実施）

第19条 研究推進社会連携機構事務部及び研究者が所属する学部等事務室は、別に定める

検収マニュアル等に基づき、研究費で購入した物品および図書、その他特殊な役務等につ

いて、検収を行う。

（旅費・謝金の適正執行）

第20条 研究者は、旅費・謝金を執行するときは、第16条に定める研究費経理マニュアル

等に基づき、申請しなければならない。

（所管）

第21条 この規程に関する事務は、研究推進社会連携機構事務部が行う。

（規程の改廃）

第22条 この規程の改廃は、研究推進委員会及び学部長会の議を経て大学評議会で決定す

る。

附 則

１ この規程は、2015年（平成27年）４月１日から施行する。 

２ 「公的研究費取扱規程」は、この規程の施行と同時に廃止する。

３ この規程は、2018年（平成30年）４月１日から改正施行する。 

４ この規程は、2022年（令和４年）４月１日から改正施行する。 

５ この規程は、2022年（令和４年）10月７日から改正施行する。 

６ この規程は、2024年（令和６年）４月１日から改正施行する。 

７ この規定は、2025年（令和７年）４月１日から改正施行する。 
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○教職員定年に関する規程

昭和33年１月16日 

改正

第１条 本学院の専任教職員の定年は65歳とする。ただし、教授の資格を有する者及び学

校医は68歳とする。 

第２条 定年に達した者はその学年度末をもって現職を退くものとする。

第３条 専任教職員で退職時において年齢満60歳以上の者は、退職金規程別表の定年・公

傷病死亡・法人の都合による退職時における勤続年数の支給率を適用できるものとする。 

第４条 院長は特別職につき、在任中この規程を適用しない。ただし、院長が専任教職員の

なかから選任されている場合は、教職員たる職についてのみ、この規程を適用する。

附 則

１ 年齢計算については、年齢計算に関する法律（明治35年12月２日 法律50号）により、

出生の日から起算して翌年の出生の日の前日までをもって満１年とする。

２ この規程は、1958年（昭和33年）１月１日から改正施行する。 

３ この規程は、1965年（昭和40年）４月１日から改正施行する。 

４ この規程は、1975年（昭和50年）１月９日から改正施行する。 

５ この規程は、1982年（昭和57年）10月９日から改正施行する。 

６ この規程は、1984年（昭和59年）４月１日から改正施行する。 

７ この規程は、1992年（平成４年）４月１日から改正施行する。 

８ この規程は、2009年（平成21年）４月１日から改正施行する。 

９ この規程は、2022年（令和４年）４月１日から改正施行する。 

【資料9】
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建築学専攻研究雑誌⼀覧
雑誌名 出版元 和・洋の区分

A+U : architecture and urbanism : 建築と都市 エー・アンド・ユー 和
Architectural record McGraw-Hill 洋
Arts & architecture Taschen 洋
BIO city = ビオシテイ ビオシティ 和
Casabella Mondadori 洋
Cities : the international quarterly on urban policy Butterworth Scientific 洋
Domus Editoriale Domus 洋
Environment & Planning A Sage Publications 洋
Environment & Planning B: Urban Analytics and City Science Sage Publications 洋
Environment & Planning C: Politics and Space Sage Publications 洋
GA Document エーディーエー・エディタ・トーキョー 和
GA Houses エーディーエー・エディタ・トーキョー 和
GA Japan エーディーエー・エディタ・トーキョー 和
International development planning review : IDPR Liverpool University Press 洋
International journal of urban and regional research E. Arnold 洋
JA（The Japan Architect） 新建築社 和
Journal of Architectural & Planning Research Elsevier 洋
Journal of planning literature Ohio State University Press 洋
Journal of the American Planning Association American Planning Association 洋
Journal of Urban Planning & Development American Society of Civil Engineers 洋
KJ：Kensetsu journal KJ 和
Landscape and urban planning Elsevier 洋
Landscape design : 季刊[ランドスケープデザイン] マルモ出版 和
Process: architecture プロセスアーキテクチュア 和
Regional science & urban economics North-Holland 洋
SD:スペースデザイン ⿅島研究所出版会 和
The town planning review University Press of Liverpool 洋
Urban affairs quarterly Sage Publications 洋
Urban affairs review Sage Publications 洋
Urban studies Oliver & Boyd 洋
Your garden Southern California Horticultural Institute 洋
インターナショナル建築 ⽇本インターナショナル建築會 和
ヴォーリズ研究 : 関⻄学院⼤学建築学部ヴォーリズ研究センター紀要 = New horizons in Vories studies 関⻄学院⼤学建築学部ヴォーリズ研究センタ 和
関⻄建築協会雑誌 関⻄建築協会 和
季刊まちづくり 学芸出版社 和
近代建築 近代建築社 和
現代建築 復刻版 現代建築社 和
建築知識 エクスナレッジ 和
建築と社会 ⽇本建築協会 和
住宅 復刻版 柏書房 和
住宅建築 建築資料研究社 和
商店建築 商店建築社 和
新建築 新建築社 和
新建築 住宅特集 新建築社 和
震災学 東北学院⼤学 和
新住宅 新住宅社 和
地域学研究 ⽇本地域学会 和
地域デザイン：地域デザイン学会誌 地域デザイン学会 和
地⽅⾃治 東光出版社 和
ディテール 彰国社 和
デザインの現場 美術出版社 和
⼟⽊学会論⽂集. VII ⼟⽊学会 和
⽇経グローカル ⽇本経済新聞社 和
⽇本建築協会雑誌 ⽇本建築協会 和
兵庫⾃治学 兵庫⾃治学会 和
不動産研究 ⽇本不動産研究所 和
⽂化政策研究 = Cultural policy research : journal of theJapan Association for Cultural Policy Research ⽇本⽂化政策学会 和
ほんまちラボ研究ジャーナル 関⻄学院⼤学総合政策学部⽚寄研究室 和
町会・町と⽣活 復刻版 不⼆出版 和
学術講演会建築デザイン発表会プログラム ⽇本建築学会 和
学術講演梗概集. A-1, 材料施⼯ ⽇本建築学会 和
学術講演梗概集. A-2, 防⽕,海洋,情報システム技術 ⽇本建築学会 和
学術講演梗概集. B-1, 構造I ⽇本建築学会 和
学術講演梗概集. B-2, 構造II ⽇本建築学会 和
学術講演梗概集. C-1, 構造III ⽇本建築学会 和
学術講演梗概集. C-2, 構造IV ⽇本建築学会 和
学術講演梗概集. D-1, 環境⼯学I ⽇本建築学会 和
学術講演梗概集. D-2, 環境⼯学II ⽇本建築学会 和
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雑誌名 出版元 和・洋の区分
学術講演梗概集. E-1, 建築計画I ⽇本建築学会 和
学術講演梗概集. E-2, 建築計画II ⽇本建築学会 和
学術講演梗概集. F-1, 都市計画, 建築経済・住宅問題 ⽇本建築学会 和
学術講演梗概集. F-2, 建築歴史・意匠 ⽇本建築学会 和
關⻄建築協會雜誌 關⻄建築協會 和
季刊ランドスケープデザイン マルモ出版 和
⽉刊住宅着⼯統計 建設省 和
建設統計⽉報 建設物価調査会 和
建築⼯芸画鑑 復刻版 柏書房 和
建築⼯芸叢誌. 第1期 復刻版 柏書房 和
建築⼯芸叢誌. 第2期 復刻版 柏書房 和
建築雑誌 ⽇本建築学会 和
建築統計年報 建設物価調査会 和
建築防災 ⽇本建築防災協会 和
建筑学報 中国建筑学会 和
交通⼯学 交通⼯学研究会 和
市史研究さんだ 三⽥市 和
新都市 都市計画協会 和
造景 : まちづくりと地域おこしのための総合専⾨誌 建築資料研究社 和
地域開発 ⽇本地域開発センター 和
都市計画 ⽇本都市計画学会 和
都市計画 別冊 都市計画論⽂集 ⽇本都市計画学会 和
都市計画年報 都市計画協会 和
都市研究 近畿都市学会 和
都市交通年報 運輸総合研究所 和
都市住宅学 都市住宅学会 和
都市政策 神⼾都市問題研究所 和
都市創作 都市創作会 和
都市問題 東京都市研究所 和
都市問題研究 都市問題研究会 和
⽇本建築学会構造系論⽂集 ⽇本建築学会 和
⽇本建築学会環境系論⽂集 ⽇本建築学会 和
⽇本建築学会計画系論⽂集 ⽇本建築学会 和
⽇本建築協會雜誌 ⽇本建築協會 和
⽇本都市計画学会関⻄⽀部研究発表会講演概要集 ⽇本都市計画学会関⻄⽀部 和
⽇本都市計画学会学術講演会論⽂集 ⽇本都市計画学会 和
⺠俗建築 ⽇本⺠俗建築学会 和
國際建築 = The international architecture 復刻版 柏書房 和
國際建築時論 = International architectural review 復刻版 柏書房 和
關⻄建築協會雜誌 復刻版 不⼆出版 和
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）
年
月
＞

教
員

の
氏

名
等

（
理

工
学

研
究

科
建

築
学

専
攻

　
博

士
課

程
後

期
課

程
）

調
書

番
号

教
員

区
分

職
位

年
齢

保
有

学
位

等

月
額

基
本

給
（

千
円

）

担
当

授
業

科
目

の
名

称
配

当
年

次
担

当
単

位
数

年
間

開
講

数
現

　
職

（
就

任
年

月
）

申
請

に
係

る
研

究
科

等
の

職
務

に
従

事
す

る
週

当
た

り
平

均
日

数

ﾔ
ｷ
ﾞ
 
 
ﾔ
ｽ
ｵ

研
究

計
画

法
1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

関
西

学
院

大
学

建
築

学
部

教
授

専
教

授
八

木
　

康
夫

博
士

論
文

作
成

演
習

1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

（
令

3
.
4
）

5
日

＜
令

和
9
年

4
月

＞
（

工
学

）
特

別
研

究
1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

関
西

学
院

大
学

大
学

院
理

工
学

研
究

科

建
築

学
専

攻
修

士
課

程
教

授

（
令

7
.
4
）

関
西

学
院

大
学

大
学

院
総

合
政

策
研

究
科

総
合

政
策

専
攻

博
士

課
程

後
期

課
程

教
授

（
平

2
7
.
4
）

ナ
ガ
ノ
　
ヤ
ス
ユ
キ

研
究

計
画

法
1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

兵
庫
県
立
大
学
大
学
院
減
災
復
興
政
策
研
究
科
教
授

専
教

授
永

野
　

康
行

博
士

論
文

作
成

演
習

1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

（
令

4
.
4
）

5
日

＜
令

和
1
0
年

4
月

＞
（

工
学

）
特

別
研

究
1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

兵
庫
県
立
大
学
大
学
院
減
災
復
興
政
策
研
究
科

博
士

課
程

前
期

課
程

教
授

（
令

6
.
3
）

兵
庫
県
立
大
学
大
学
院
減
災
復
興
政
策
研
究
科

博
士

課
程

後
期

課
程

教
授

（
令

6
.
3
）

ﾔ
ﾏ
ｻ
ﾞ
ｷ
　

ﾘ
ｮ
ｳ

研
究

計
画

法
1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

関
西

学
院

大
学

建
築

学
部

教
授

専
教

授
山

崎
　

亮
博

士
論

文
作

成
演

習
1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

（
令

3
.
4
）

5
日

＜
令

和
9
年

4
月

＞
（

工
学

）
関

西
学

院
大

学
大

学
院

理
工

学
研

究
科

建
築

学
専

攻
修

士
課

程
教

授

（
令

7
.
4
）

ﾔ
ﾏ
ﾈ
 
 
ｼ
ｭ
ｳ

研
究

計
画

法
1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

関
西

学
院

大
学

建
築

学
部

教
授

専
教

授
山

根
　

周
博

士
論

文
作

成
演

習
1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

（
令

3
.
4
）

5
日

＜
令

和
9
年

4
月

＞
（

工
学

）
特

別
研

究
1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

関
西

学
院

大
学

大
学

院
理

工
学

研
究

科

建
築

学
専

攻
修

士
課

程
教

授

（
令

7
.
4
）

関
西

学
院

大
学

大
学

院
総

合
政

策
研

究
科

総
合

政
策

専
攻

博
士

課
程

後
期

課
程

教
授

（
令

6
.
4
）

ﾖ
ﾈ
ﾀ
ﾞ
　

ｱ
ｷ
ﾗ

研
究

計
画

法
1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

関
西

学
院

大
学

建
築

学
部

教
授

専
教

授
米

田
　

明
工

学
修

士
論

文
作

成
演

習
1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

（
令

3
.
4
）

5
日

＜
令

和
9
年

4
月

＞
関

西
学

院
大

学
大

学
院

理
工

学
研

究
科

建
築

学
専

攻
修

士
課

程
教

授

（
令

7
.
4
）

（
米

国
）

6 ① 6 ② 8 97

M
a
s
t
e
r
　

i
n

A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
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フ
リ

ガ
ナ

氏
名

＜
就
任
（
予
定
）
年
月
＞

教
員

の
氏

名
等

（
理

工
学

研
究

科
建

築
学

専
攻

　
博

士
課

程
後

期
課

程
）

調
書

番
号

教
員

区
分

職
位

年
齢

保
有

学
位

等

月
額

基
本

給
（

千
円

）

担
当

授
業

科
目

の
名

称
配

当
年

次
担

当
単

位
数

年
間

開
講

数
現

　
職

（
就

任
年

月
）

申
請

に
係

る
研

究
科

等
の

職
務

に
従

事
す

る
週

当
た

り
平

均
日

数

ｱ
ﾗ
ｷ
（

ｸ
ｽ
ﾓ
ﾄ
）

　
ﾐ
ｶ

研
究

計
画

法
1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

関
西

学
院

大
学

建
築

学
部

准
教

授

専
准

教
授

荒
木

（
楠

本
）

　
美

香
修

士
論

文
作

成
演

習
1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

（
令

3
.
4
）

5
日

＜
令

和
9
年

4
月

＞
（

工
学

）
関

西
学

院
大

学
大

学
院

理
工

学
研

究
科

建
築

学
専

攻
修

士
課

程
准

教
授

（
令

7
.
4
）

ｲ
ｲ
ﾀ
ﾞ
　

ﾀ
ﾀ
ﾞ
ｽ

研
究

計
画

法
1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

関
西

学
院

大
学

建
築

学
部

准
教

授

専
准

教
授

飯
田

　
匡

博
士

論
文

作
成

演
習

1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

（
令

3
.
4
）

5
日

＜
令

和
9
年

4
月

＞
（

工
学

）
関

西
学

院
大

学
大

学
院

理
工

学
研

究
科

建
築

学
専

攻
修

士
課

程
准

教
授

（
令

7
.
4
）

ｲ
ｼ
ｸ
ﾞ
ﾚ
　

ﾏ
ｻ
ｶ
ｽ
ﾞ

研
究

計
画

法
1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

関
西

学
院

大
学

建
築

学
部

准
教

授

専
准

教
授

石
榑

　
督

和
博

士
論

文
作

成
演

習
1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

（
令

3
.
4
）

5
日

＜
令

和
9
年

4
月

＞
（

工
学

）
関

西
学

院
大

学
大

学
院

理
工

学
研

究
科

建
築

学
専

攻
修

士
課

程
准

教
授

（
令

7
.
4
）

ｷ
ﾑ
　

ﾖ
ﾝ
ｿ
ﾝ

研
究

計
画

法
1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

関
西

学
院

大
学

建
築

学
部

准
教

授

専
准

教
授

金
　

容
善

博
士

論
文

作
成

演
習

1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

（
令

3
.
4
）

5
日

＜
令

和
9
年

4
月

＞
（

工
学

）
関

西
学

院
大

学
大

学
院

理
工

学
研

究
科

建
築

学
専

攻
修

士
課

程
准

教
授

（
令

7
.
4
）

ﾘ
ｭ
　

ｻ
ﾝ
ｵ

研
究

計
画

法
1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

関
西

学
院

大
学

建
築

学
部

准
教

授

専
准

教
授

柳
　

尚
吾

博
士

論
文

作
成

演
習

1
･
2
･
3
前

･
後

2
2

（
令

3
.
4
）

5
日

＜
令

和
9
年

4
月

＞
（

工
学

）
関

西
学

院
大

学
大

学
院

理
工

学
研

究
科

建
築

学
専

攻
修

士
課

程
准

教
授

（
令

7
.
4
）

ｾ
ｷ
ﾔ
　

ﾀ
ｹ
ｼ

国
連
ユ
ー
ス
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
特
別
実
習

1
･
2
前

･
後

6
2

関
西

学
院

大
学

国
際

学
部

国
際

学
科

關
谷

　
武

司
博

士
国
連
ユ
ー
ス
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
特
別
課
題
研
究

1
･
2
前

･
後

2
2

教
授

そ
の
他

教
授

＜
令

和
9
年

4
月

＞
（

学
術

）
国

際
社

会
貢

献
特

別
実

習
1
･
2
前

･
後

6
2

（
平

2
5
.
4
）

国
際

社
会

貢
献

特
別

課
題

研
究

1
･
2
前

･
後

2
2

国
際

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

特
別

ゼ
ミ

Ⅰ
1
･
2
前

･
後

2
2

国
際

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

特
別

ゼ
ミ

Ⅱ
1
･
2
前

･
後

2
2

海
外

フ
ィ

ー
ル

ド
ワ

ー
ク

特
別

実
習

1
･
2
前

･
後

2
2

ﾔ
ﾏ
ﾓ
ﾄ
　

ﾏ
ﾘ

総
合

日
本

語
1
･
2
前

･
後

1
～

3
2

関
西

学
院

大
学

日
本

語
教

育
セ

ン
タ

ー

山
本

　
真

理
博

士
准

教
授

そ
の
他

准
教

授
＜

令
和

9
年

4
月

＞
（

平
2
9
.
4
）

ﾋ
ｮ
ｳ
　

ｶ
ﾖ

日
本

語
（

口
頭

発
表

）
A

1
･
2
前

･
後

1
2

関
西

学
院

大
学

馮
　

佳
誉

博
士

日
本

語
（

口
頭

発
表

）
B

1
･
2
前

･
後

1
2

国
際

教
育

・
協

力
セ

ン
タ

ー
非

常
勤

講
師

そ
の
他

講
師

＜
令

和
9
年

4
月

＞
日

本
語

（
論

文
作

成
）

A
1
･
2
前

･
後

1
2

（
令

6
.
4
）

日
本

語
（

論
文

作
成

）
B

1
･
2
前

･
後

1
2

立
命

館
大

学
文

学
部

非
常

勤
講

師

（
令

6
.
4
）

1
1

1
3

1
4

1
2

1
0

（
国

際
広

報
メ

デ
ィ

ア
）

（
言

語
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

文
化

）

1
5

1
6

1
7
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フ
リ

ガ
ナ

氏
名

＜
就
任
（
予
定
）
年
月
＞

教
員

の
氏

名
等

（
理

工
学

研
究

科
建

築
学

専
攻

　
博

士
課

程
後

期
課

程
）

調
書

番
号

教
員

区
分

職
位

年
齢

保
有

学
位

等

月
額

基
本

給
（

千
円

）

担
当

授
業

科
目

の
名

称
配

当
年

次
担

当
単

位
数

年
間

開
講

数
現

　
職

（
就

任
年

月
）

申
請

に
係

る
研

究
科

等
の

職
務

に
従

事
す

る
週

当
た

り
平

均
日

数

ﾔ
ﾏ
ﾀ
ﾞ
　

ﾏ
ﾁ
ｺ

ビ
ジ

ネ
ス

日
本

語
A

1
･
2
前

･
後

1
2

関
西

学
院

大
学

非
常

勤
講

師

山
田

　
真

知
子

修
士

ビ
ジ

ネ
ス

日
本

語
B

1
･
2
前

･
後

1
2

（
平

3
0
.
4
）

そ
の
他

講
師

＜
令

和
9
年

4
月

＞
（

言
語

文
化

学
）

ビ
ジ

ネ
ス

日
本

語
C

1
･
2
前

･
後

1
2

（
注

）

１
　

教
員

の
数

に
応

じ
，

適
宜

枠
を

増
や

し
て

記
入

す
る

こ
と

。

２
　

私
立

の
大

学
の

大
学

院
の

研
究

科
の

収
容

定
員

に
係

る
学

則
の

変
更

の
認

可
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
若

し
く

は
届

出
を

行
お

う
と

す
る

場
合

又
は

大
学

等
の

設
置

者
の

変
更

の
認

可
を

受
け

よ
う

　
と

す
る

場
合

は
，

こ
の

書
類

を
作

成
す

る
必

要
は

な
い

。

３
　

「
申

請
に

係
る

研
究

科
等

に
従

事
す

る
週

当
た

り
の

平
均

日
数

」
の

欄
は

，
専

任
教

員
の

み
記

載
す

る
こ

と
。

1
8
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職 位 学 位 29 歳 以 下 30 ～ 39 歳 40 ～ 49 歳 50 ～ 59 歳 60 ～ 64 歳 65 ～ 69 歳 70 歳 以 上 合 計 備 考

博 士 人 人 人 3 人 2 人  1 人 人 6 人

修 士 人 人 人 人 人 1 人 人 1 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 1 人 2 人 人 1 人 人 4 人

修 士 人 人 1 人 人 人 人 人 1 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 人 人 人 人 人 人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 人 人 人 人 人 人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 1 人 5 人 2 人 2 人 人 10 人

修 士 人 人 1 人 人 人 1 人 人 2 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

３　この書類は，申請又は届出に係る学部等の開設後，当該学部等の修業年限に相当する期間が満了する年度における状況を記載すること。

４　「基幹教員の年齢構成・学位保有状況」欄の「基幹教員」は，大学院の研究科又は研究科の専攻の場合，「専任教員」と読み替えること。

准 教 授

別記様式第３号（その３の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基幹教員の年齢構成・学位保有状況

（理工学研究科　建築学専攻　博士課程後期課程）

教 授

講 師

助 教

合 計

（注）

１　この書類は，申請又は届出に係る学部等ごとに作成すること。

２　この書類は，基幹教員についてのみ作成すること。

５　専門職大学院若しくは専門職大学の前期課程を修了した者又は専門職大学又は専門職短期大学を卒業した者に対し授与された学位については，「その他」の欄にその数を

　記載し，「備考」の欄に，具体的な学位名称を付記すること。

－教員名簿－6－
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